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○
総
務
省
告
示
第

号

電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
第
七
条
の
五
及
び
様
式
第
二
十
七
の
三
注
４

の
規
定
に
基
づ
き
、
通
信
品
質
の
測
定
条
件
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年

月

日

総
務
大
臣

床

伸
二

一

測
定
を
行
う
日
は
、
一
日
の
う
ち
、
一
年
間
を
平
均
し
て
呼
量
（
一
時
間
に
発
生
し
た
呼
の
保
留
時
間
の
総
和
を

一
時
間
で
除
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
最
大
と
な
る
連
続
し
た
一
時
間
に
つ
い
て
一
年
間
に
お
け
る
呼

量
及
び
呼
数
又
は
予
測
呼
量
及
び
予
測
呼
数
の
多
い
も
の
か
ら
順
に
三
〇
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
呼
量
又
は
予
測
呼

量
と
呼
数
又
は
予
測
呼
数
で
日
が
一
致
し
な
い
場
合
は
、
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
現
況
を
勘
案
し
て
、
よ
り
品
質

の
劣
化
が
生
じ
る
と
見
込
ま
れ
る
日
を
選
択
し
た
三
〇
日
と
す
る
。

二

測
定
を
行
う
頻
度
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
測
定
を
行
う
こ
と
と
し
た
日
に
お
い
て
、
一
時
間
ご
と
と
す
る
。

三

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
の
四
に
規
定

す
る
通
話
品
質
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
測
定
を
行
う
こ
と
と
し
た

日
か
ら
一
日
を
選
択
し
、
一
回
以
上
測
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

四

測
定
箇
所
そ
の
他
の
測
定
条
件
を
選
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
で
き
る
限
り
、
品
質
の
劣
化
が
生
じ
る
と
見
込
ま

れ
る
条
件
と
な
る
よ
う
に
す
る
。

別添3



2

五

測
定
に
当
た
っ
て
の
制
約
の
た
め
、
や
む
を
得
ず
、
音
声
伝
送
役
務
の
品
質
に
つ
い
て
、
実
際
の
も
の
と
異
な
る

測
定
値
を
得
た
場
合
は
、
実
際
の
も
の
に
近
い
値
と
な
る
よ
う
、
必
要
に
応
じ
て
測
定
値
に
補
正
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
を
勘
案
し
て
、
当
該
補
正
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の

理
由
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。


